
』

f々
d
・

北
四
十
瓜
の
山
路
寺
屋
敷
と
い
ふ
所
で
あ
ら
う
と
い

一

は
れ
る
。
大
仙
寺
は
出
僚
成
脊
の
法
俄
で
あ
る
か
ら
.
一

成
容
の
創
建
し
た
も
の
か
、

χ
は
そ
の
r
m
N

犯
の
勾
に

一

起

し

た

も

の

か

で

あ

ら

う

。

一

ダ
イ
ソ
大
素

i
ア
サ
ミ
ダ
イ
ソ
朝
見
大
談
。一

ダ
イ
チ
太
智
」
ソ
ケ
イ
〆
イ
チ
組
織
大
担
。

一

ダ
イ
チ
ゼ
ン
ジ
ギ
ヨ
ウ
ロ
テ
大
智
爵
師
行
録

一

一
加
。
亭
保
二
年
肥
後
の品
川
茶
話
。
石
川
淵
吉
野
村

一

風
胤
山
祇
陀
寺
の
山
間
山
大
智
郡
附
の
併
で
、
聯
俄
抗
日

一

に
記
す
る
よ
り
も
精
鋭
で
あ
り
、
呉
勤
も
多
い
。

一

ダ
イ
チ
ゼ
ン
ジ
ゲ
シ
ョ
ウ
大
智
鵡
師
偶
頒
二

一

加
。
紙
陀
寺
の
開
制
大
智
郡
仰
の
侭
楽
で
あ
る
。

χ
一

別
に
納
診
大
智
侭
額
一
加
は
元
株
三
年
に
上
梓
せ
ら

一

れ
て
ゐ
る
。

一皮
に
文
化
中
制
附
四
百
五
十
制
忌
に
ね

一

っ
て
、
梅
田
鳳
卿
が
脚
本
の
践
を
正
L
刊
行
し
た
も

一

の
一
加
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
巻
末
に
抽
出
仰
を
も
集

一

め
て
あ
る
。

一

h
F
イ
チ
ョ
ウ
泰
澄

務
慣
は
越
前
附
陣
伎
怖
の

一

人
で
、
白
鳳
十
年
を
以
て
生
ま
れ
た
。

務
沼
幼
に
し

一

て
夙
〈
三
貨
を
崇
敏
L
、
十
凶
蹴
に
し
て
州
の
越
知

一

山
に
m
w
b
、
践
例
巾
に
起
隠
し
て
仰
に
苦
従
を
行
め
、
一

途
に
自
ら
雑
嬰
L
て
比
丘
と
お
っ
た
。
務
浸
出
に
際

一

次
を
御
ひ
、
松
策
を
食
ひ
、
専
ら
十
一
周
期
脅
の
名

一

拙
棋
を
問
へ
て
修
償
却
・を
削
叫
ん
だ
か
ら
、
能
〈
偲
併
を

一

獲
得
し
て
、
自
然
に
自
由
来
を
岡
山
倍
し
た
と
い
ひ
、
時

一

人
彼
を
祭
ぴ
て
越
の
大
徳
と
聴
し
た
。
そ
の
後
越
徳

一

忽
ち
初
日
惜
の
附
〈
所
と
な
0
、
法
験
大
に
附
に
諮
れ

一

た
。
大
針
中
務
澄
は
一
丸
畿
諸
高
山
に
融
市
ぢ
‘
大
和
を

一

綬
て
山
械
に
入
り
、
役
の
小
角
と
共
に
掠
っ
て
愛
宕

一

山
を
聞
い
た
が
、
後
小
角
の
鼓
せ
ら
れ
る
に
及
び
、

一

巡
っ
て
出
陛
を
行
脚

L
.
終
に
白
山
の
総
抑
制
を
究
め

一

て
、
こ
a
A

に
修
行
す
る
こ
と
多
年
で
あ
っ
た
。
前
抱

一

一
年
行
拡
一
も
亦
白
山
に
官
。
、
務
位
を
見
て
品
口
て
相

一

h
F
イ
テ
ン
ダ
カ

伝
一一的。

タ
イ
ト
ウ
世
帯
刀

師叫
る
者
の
如
く
、行
悲
は
懇
に
白
山
の
恕
胞
を
問
ひ
、

滋
慣
は
詐
か
に
之
に
答
へ
た
と
あ
る
。
務
澄
の
白
山

に
積
り
、
前
中
山
と
相
接
鍋
し
た
献
は
、
之
を
元
亨
綿

密
に
述
べ
て
ゐ
る
が
、
間
よ
り
奨
俗
明
ら
か
で
な

い
。
務
僚
の
父
を
安
向
と
い
」
も
、
ヤ
ス
ズ
ミ
か
ら

案
出
し
た
桶
古
川
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

h
F
イ
チ
ョ
ウ

諦世田

金
部
認
宗
束
波
商
一
稿
寺
の

伎
服
。
四
日
司
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
文
化
八
年
九
且
十
三

日
一部
殺
、

平
年
不
詳
。
法
名
は
修
閉山院
昭
陸
。

h
F
イ
チ
ョ
ウ
カ
ガ
ミ
ノ
マ
キ
泰
澄
γ

一
鏡
之
巻
一

加
。
一
名
白
山
総
起
。
益
老
元
年
海
援
が
白
山
に
管

っ
て
榊
践
の
出
到
を
見
た
次
第
が
也
い
て
あ
り
、
経

路
に

『
称
勉
元
年
叩
子
六
且
十
八
日
湊
澄
沙
門
判
。

制H
代
幼
・布
一
京
一
創
出
品
本
雨
入
制
捜
』
と
あ
っ
て
、
務
澄

の
白
山
由
だ
と
い
中
の
で
あ
る
が
、
元
亨
根
郡
に
刷
出
る

賢
作
で
あ
る
。
金
子
有
斐
の
白
山
遊
覧
倒
起
に
、
能

笑
畑
地
添
村
に
存
す
る
務
澄
犯
と
い
ふ
も
の
を
引
用

し
て
あ
る
が
、そ
れ
も
務
澄
鏡
之
容
の
こ
と
で
あ
る
。

h
F
イ
チ
ョ
ウ
キ
泰
澄
記

J
タ
イ
チ
ョ
ウ
カ
ガ

ミ
ノ
マ
キ
泰
澄
鏡
之
容
。

h
F
イ
チ
ョ
ウ
コ
ウ
泰
澄
誘
白
山
富
に
あ
っ
た

誠
名
で
、
白
山
富
一
批
山
岡
部
中
記
録
制
限
二
年
六
且
十

五
日
の
僚
に
見
え
る
。

ダ
イ
テ
ツ

y
ウ
リ
ヨ
ウ
大
徹
宗
令
町
制
宗
の

品
川
。
大
関
の
入
。
弱
冠
に
し
て
出
家
党
戒
し
、
後制
調

〈
治
郎
に
侍
し
て
師
加
入
す
る

こ
と
を
得
な
か
っ
た

が
、
迭
に
訟
を
総
持
寺
の
脇
山
紺
閉
山
に
問
う
て
徹
底

し
た
。
後
抗
哲
の
一
に
蝕
へ
ら
れ
、
総
待
寺
を
主

。
、
郎
永
十
五
年
正
且
品
川
五
日
七
十
六
践
を
以
て
寂

し
た
。

滞
政
の
時
の
格
刀
は
、
朝
服

退

事事
高

』
ミ

ス
テ
〆
カ

見

を
着
す
る
時
は
昌
也
柄
又
は
鞘
容
の
太
刀
を
棉
L
、
或

は
小
姓
を
し
て
抑
げ
し
め
、
大
紋
直
垂
・
芳
、
襖
又
は

長
上
下
の
時
は
小
ザ
刀
を
惜
し
た
。
瞬
上
下
で
も
、

儀
式
の
時
は
小
ザ
刀
で
あ
る
こ
と
が
あ
る
。
小
ゅ
刀
に

は
必
ず
-小
柄
と
穿
と
を
柿
む
雨
室
が
あ
る
。
但
し
刀

に
も
同
室
の
あ
る
も
の
も
あ
る
。

刀
及
び
脇
摘
は
併

せ
て
大
小
と
い
ひ
、
協
調
に
は
小
柄
を
持
む
片
室
が

あ
る
。
加
到
滞
で
儀
式
又
は
滞
侯
の
供
方
に
列
す
る

時
は
、
刀
の
柄
聞
と
醐刊の
小
尻
に
角
質
を
用
ひ
、
思…

塗
と
し
、
切
小
尻
に
作
り
、
協
指
は
丸
小
尻
に
作
っ

た
。
鞘
の
塗
色
は
凡
べ
て
禁
制
色
で
、
柄
糸
も
銀
色

に
限
ら
れ
た
。
併
し
稽
古
制
輔の
佐
返
又
は
野
必
錦
に

は
、
太
刀
這
・
金
具
小
尻
・色
塗
鞘
・
白
又
は
色
柄
糸

も
随
話
で
あ
っ
た
o
H
H
n止
に
附
太
万
を
術
び
る
同
は
、

ay

d
v
シ

脇
指
が
な
く
、

一
尺
二
三
寸
以
下
の
右
手
指
を
添
へ

た
。
士
分
か
ら
歩
に
歪
る
ま
で
、
平
生
皆
雨
刀
を
椅

び
る
が
、
狩
四
割
の
際
に
は
殺
生
刀
一
艇
で
も
良
か
っ

た
。
足
隠
は
活
情
一
刀
で
あ
り
、
仲
間

・
小
者
は
無

刀
で
、
参刑
判
の
行
列
に
の
み
脇
拐
を
惜
し
た
。
凶
に

帯
刀
に
閲
す
る
古
法
令
に
は
、
臨
長
十
六
年
の
も
の

に、
『
御
家
中
刀
の
駅
、
侍
・小
者
に
よ
ら
ず
、
柄
・利

か
け
て
三
尺
七
寸
、
叫
山
脇
指
を
柄

・
さ
や
か
け
て
二

尺
五
寸
に
御
定
候
。
此
外
長
〈
殺
者
有
之
者
可
録
曲

宮
都
。
』
又
悶
治
二
年
の
も
の
に
、
『
上
下
共
に
、
刀

柄
・
鞠
か
け
て
三
尺
五
寸
、
脇
差
同
二
尺
五
す
よ
り

長
は
さ
し
間
政

m。
附
、
朱
鞘
・
か
い
ら
ぎ
の
さ
や
・

大
鍔
・角
鍔
、
共
外
か
ぶ
き
た
る
鮮
仕
間
数
取
。
』
と

い
ふ
の
が
あ
る
。
町
人
・
百
姓
も
特
殊
の
符
泊
を
受

け
る
も
の
は
両
刀
X
は
一
刀
を
侍
し
た
が
、
明
治
三

年
十
二
且
サ
四
日
際
人
の
待
刀
を
銭
じ
、
四
年
八
且

九
日
士
族
の
脱
刀
を
許

L
、
九
年
三
周
混
入
・
野
祭

官
等
が
制
服
着
用
の
場
合
の
外
一
般
に
帯
刀
を
禁
じ

た。

h
F
イ
ト
ウ
ア
ン
ソ
ウ
キ
ユ
ウ
ク
シ
ユ
ウ
封
堵
庵

蒼
此
句
集

二
加
。
門
人
校
合
。
締
室
の
序
が
あ
り、

天
保
十
年
秩
の
刊
行
で
あ
る
が
、
版
元
の
氾
縦
が
な

い
。
後
の
芳
札
授
句
集
の
磁
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

ダ
イ
ト
ウ
ケ
イ
ジ
ヨ
大
透
釜
徐

凹
制
宗
の
併
。

賂
慌
の

λ
、
戸
凶
氏
。
出
家
し
て
越
前
日
搬
の
従
闘

寺
に
主
り
、
直
腿
正
敬
の
法
を
嗣
ぎ
、
総
待
寺
に
上

り
、
次
い
で
削
口
説
寺
に
市
と
な
り
、
叉
賀
町
寺
を
節

し
た
。
前
田
利
家
の
能
官
を
関
す
る
に
及
び
、
叉却は

悶
寺
を
瓶
め
て
圭
徐
を
迎
へ
、
天
正
十
一
日
中
金
仰
に

純
凶
山
由同
剛
寺
を
起
し
て
之
を
主
と
し
た
。
十
五
年

圭
徐
利
家
に
告
げ
て
総
持
寺
の
荒
阪
を
復

L
、
文
総

=
一
年
金
剛
仰
の
貸
凶
寺
を
退
き
て
能
官
の
武
闘
寺
に
入

り
、
寺
放
を
改
め
て
長
船
寺
と
し
た
。
殴
長
三
年
九

且
二
十
日
寂
、
平
年
七
十
四
。

ダ
イ
ド
ウ
ジ
ナ
ホ
シ
ゲ
大
道
寺
直
霊

上

野

松

枝
の
城
京
大
道
寺
政
繁
の
子
。
新
四
郎
玄
緋
阪
と

m
L、
初
め
父
と
共
に
北
保
氏
に
仕
へ
た
。
Z
A
正
十

八
年
関
東
の
役
に
前
回
濯
に
除
L
、
後
利
政
に
仕
へ

て
大
型
寺
攻
械
に
怒
戦
功
を
泣
て
た
が
、
利
政
の
封

を
除
か
れ
る
に
及
び
、利
長
の
微
を
も
辞
し
て
去
り
、

寛
永
五
年
冬
夜
し
た
。
そ
の
子
回
目
は
尾
張
侯
に
仕

へ

て
老
臣
に
京
っ
た
。

ダ
イ
ド
ウ
ジ
パ
ン
エ
モ
ン
大
道
寺
伴
右
衛
門

大
迎
寺
務
臣
。
初
郡
之
丞
の
小
者
に
不
民
の
所
信
あ

る
者
が
底
た
の
で
、
資
永
六
年
六
且
十
九
日
こ
れ
を

斬
っ
た
。
枠
右
衛
門
が
之
を
殺
筈
す
る
に
奈
っ
た
手

ダ
イ
ド
ウ
大
活
況
宗
束
涯
の
倫
o

敦
賀
唯

願
寺
に
生
ま
れ
た
が
、
江
泊
柑
鏡
居
間
閉
山
寺
の
銀
問

が
そ
の
お
兄
た
る
を
以
て
、
多
〈
こ
h

に
位
し
た
。

大
道
僻
裂
を
能
く
し
て
水
虫
子
と
蹴
L
、
生
涯
郷
身

で
、
天
正
十
一
年
二
且
十
二
日
七
十
こ
を
以
て
越
前

に
明
日
し
た
。

圃品.
J、
四
九


